
 

 

部長会議付議事案書（報告） 

（平成３０年１１月５日） 

                    提案課名  防災課      

                    報告者名  大 塚  真   

 

事案名 
秦野市地域防災計画（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画）の 

改訂素案について 

    有 

資料 

    無 

提

案

趣

旨 

 平成２９年５月の水防法の改正及び同年６月の土砂災害防止法の改正、また、同年７

月の大雨・洪水警報注意報基準の見直し等を踏まえ、本市の地域防災計画を見直し、改

訂素案を作成しましたので、報告するものです。 

概 

 

要 

「地域防災計画」は、災害対策基本法第４２条第１項の規定に基づき、市町村防災会

議が策定することとされており、本市においても昭和４０年５月に「秦野市地域防災計

画」を策定後、防災会議で検討を加え、必要な見直し・改訂を行っています。 

このたびの改訂の主な内容は、次のとおりです。 

１ 要配慮者利用施設の避難体制の強化（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画） 

昨年５月に水防法が、また、同年６月に土砂災害防止法が改正され、市町村におけ

る浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の把握、また、その施設

管理者等による避難確保計画の作成、避難訓練の実施等の義務化が図られたため、そ

の内容を反映するものです。 

２ 大雨・洪水警報注意報基準の見直し（風水害等災害対策計画） 

昨年７月に大雨・洪水警報注意報基準の新しい指標として、「土壌雨量指数」及び

「流域雨量指数」が導入されたため、その内容を反映するものです。 

３ 最新の情報への更新（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画・資料編） 

時点修正を行い、最新の情報に合わせて更新するものです。 

経 

過 

平成30年10月    防災会議構成各関係機関への意見照会 

庁内各課への意見照会 

今

後

の

進

め

方 

平成30年11月15日 広報はだの11月15日号に掲載（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施のお知らせ） 

    11月15日 自治連役員会において報告（12月17日まで意見聴取） 

11月16日 議員連絡会において報告（12月25日まで意見聴取） 

11月17日 パブリックコメント実施（12月17日まで意見聴取） 

平成31年 1月上旬 改訂案の作成 

1月29日 防災会議の開催・地域防災計画の改訂 

     2月中旬 神奈川県への報告・公表 

 

報告 １ 
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秦野市地域防災計画（地震災害対策計画・風水害等災害対策計画） 

改訂素案の概要について 

平成３０年１１月５日  

市長公室防災課  

１ 計画の概要等 

秦野市地域防災計画は、災害対策基本法第４２条第１項の規定に基づき、

昭和４０年５月２１日に策定した後、国の防災基本計画や神奈川県地域防災

計画との整合を図るとともに、大規模災害の教訓などから、秦野市防災会議

で検討を加え、必要な見直し・改訂を行っています。 

 

２ 改訂内容 

(1) 要配慮者利用施設の避難体制の強化の反映【地震災害対策計画・風水害 

対策計画】 

昨年５月の水防法の改正、及び同年６月の土砂災害防止法の改正により、 

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の把握、その施 

設管理者等の避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が義務化されたこと 

から、その内容を反映するものです。 

(2) 大雨・洪水警報注意報基準の見直し【風水害等災害対策計画】 

昨年７月に大雨・洪水警報注意報基準の新しい指標として、「土壌雨量

指数」※及び「流域雨量指数」※が導入されたため、その内容を反映するも

のです。 

(3) 最新の情報への更新【地震災害対策計画・風水害等災害対策計画・資料編】  

   時点修正を行い、最新の情報に更新するものです。 

 

※ 「土壌雨量指数」…これまで、警報等発表対象区域（以下「対象区域」と

いう。）に降る雨量だけを基準として土砂災害への注意警戒を呼び掛ける大

雨・洪水警報注意報を発表していましたが、土の中に貯まっている水の量を

考慮した「土壌雨量指数」を新たに基準に用いることにより、さらに土砂災

害の発生の危険性をタイミングよく発表できるようになりました。 

※ 「流域雨量指数」…上流域に降る雨の量や流下による時間差を考慮した「流

域雨量指数」を新たに基準に用いることにより、洪水発生の危険度をより高

い確率でとらえられるようになりました。  

資料１ 
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３ 現行計画の記載事項及び主な改訂内容等 

項  目 主な追加内容等 

【地震災害対策計画】 

第２章 災害への事前対策計画 

第４節 崖崩れ等災害予防計画 

２ 土砂災害警戒区域の指定 

３ 土砂災害警戒区域等の対策 

【風水害等災害対策計画】 

第２章 災害予防計画 

第３節 崖崩れ等災害予防計画 

２ 土砂災害警戒区域等の指定 

３ 土砂災害警戒区域等の対策 

浸水想定区域及び土砂災害警戒

区域内にある要配慮者利用施設を

定め、施設利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るために必要な訓

練、その他の措置に関する「避難確

保計画」の作成に対する支援を実施

することを追加します。 

 また、「避難確保計画」を策定し

ない管理者を公表することを追加

します。 

【地震災害対策計画】 

第２章 災害への事前対策計画 

第１１節 要配慮者・避難行動要支援

者に関する事前対策計画 

１ 要配慮者・避難行動要支援者の

事前対策 

【風水害等災害対策計画】 

第２章 災害予防計画 

第９節 要配慮者・避難行動要支援者

に関する事前対策計画 

１ 要配慮者・避難行動要支援者の

事前対策 

施設管理者が入居者の「避難確保

計画」を作成することを追加しま

す。 

 

【地震災害対策計画】 

第３章 災害への応急対策計画 

第６節 避難計画 

６ 避難所の環境整備 

【風水害等災害対策計画】 

第３章 災害応急対策計画 

第６節 避難計画 

７ 避難所の環境整備 

配偶者からの暴力、多重債務者な

ど、考慮すべき避難者がいた場合

は、個人情報の管理を徹底すること

を追加します。 
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第３節 通信情報計画 

１ 気象・水象・水防予警報の定義及

び種別発表基準 

大雨、洪水警報・注意報の発表

基準に土壌雨量指数及び流域雨量

指数を導入するため、基準を改訂

します。 

 

４ 今後の予定 

  平成３０年１１月１７日  パブリックコメント実施（１２月１７日まで） 

  平成３１年 １月上旬   改訂案の作成 

        １月２９日  防災会議の開催・地域防災計画の改訂 

２月中旬   神奈川県への報告・公表 



土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域等等等等にににに存在存在存在存在するするするする要配慮者要配慮者要配慮者要配慮者利用利用利用利用施設施設施設施設についてについてについてについて    

 

水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に存

在する要配慮者利用施設を把握したあと、地域防災計画にその「名称」及び「所在地」

を位置づけることとなります。 

対象とする施設は次のとおりです。 

 ※ 秦野市内に存在しない分類の施設もあります。 

 

１１１１    老人福祉老人福祉老人福祉老人福祉にににに関係関係関係関係するするするする施設等施設等施設等施設等    

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター、デイサービスセンター、短期入所施設、居宅介護等事業、認知症対応型通所

介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム、介

護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、通所介護、通所リハビ

リテーション等 

 

２２２２    障障障障害害害害児児児児・・・・者者者者にににに関係関係関係関係するするするする施設等施設等施設等施設等    

障害児入所施設、障害児通所支援施設、生活介護事業所、自立訓練事業所、就労

移行支援事業所、就労継続支援事業所、短期入所施設、共同生活援助事業所、地域

活動支援センター、福祉ホーム等 

 

３３３３    児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉にににに関関関関するするするする施設等施設等施設等施設等    

幼保連携型認定こども園、保育所、認定外保育施設、児童ホーム等 

  

４４４４    学校学校学校学校    

  幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校等 

 

５５５５    医療医療医療医療にににに関関関関するするするする施設等施設等施設等施設等    

  病院、診療所等 

 

資料２ 



 

 

部長会議付議事案書（報告） 

（平成３０年１１月５日） 

                    提案課名  経営総務課    

                    報告者名  草山 一郎    

 

事案名 

 

秦野市上下水道業務継続計画（地震編）の策定について 

    有 

資料 

    無 

提

案

趣

旨 

 南海トラフ地震や首都直下地震の発生等が危惧される中、地震災害発生時における上

下水道施設の機能維持及び早期復旧に向け、災害対応業務や優先度の高い通常業務をあ

らかじめ選定し、限られた資源の中で適切に業務を執行するため、「秦野市上下水道業

務継続計画（地震編）」（以下「上下水道ＢＣＰ」という。）を策定するものです。 

概 

 

 

 

 

要 

 「業務継続計画」は、大規模な災害、事故、事件等により、職員、庁舎、設備等に相

当の被害を受けても、必要な業務を中断せず、できるだけ早期に復旧できるようにする

ため、平常時から災害に備え、策定・運用を行うものです。 

 本市では、平成２６年３月に「秦野市業務継続計画（地震対策編）」を策定していま

すが、上下水道施設は、ライフラインとして、市民生活や地域経済活動にとって重要な

施設であり、災害時にもその機能の維持及び早期復旧をより確実に行う必要がありま

す。 

そのため、上下水道を組織統合したことを踏まえ、旧水道局の行動マニュアル及び旧

下水道部の業務継続計画（地震編）を一元化し、「上下水道ＢＣＰ」を策定するもので

す。 

 

経 

過 

平成30年3月28日      秦野市上下水道業務継続計画（地震編）策定委託業務の完成  

同年4月～10月上旬  庁内関係課との調整及び「上下水道事業ＢＣＰ計画等検討作

業部会」及び「上下水道局地震時災害対応等職員検討会」の開

催、計画内容の検討 

 

今

後

の

進

め

方 

平成30年11月16日  議員連絡会において計画案を報告（12月25日まで意見聴取） 

平成31年1月中旬   上下水道ＢＣＰの策定、概要版の公表 

 

 

報告 ２   



 

 

案 

秦野市上下水道業務継続計画（地震編） 

【概要版】 
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１ 計画策定の目的と基本方針 

 

(1)  計画策定の目的 

「業務継続計画（ＢＣ 

Ｐ）」とは、大規模な災 

害、事故、事件等により、 

職員、庁舎、設備等に相 

当の被害を受けても、優 

先して実施する業務を中 

断せず、施設等の早期復 

旧を実現するため、平常 

時から災害に備え、策定・ 

運用を行うものです。 

   上下水道施設は、市民 

生活や地域経済活動にと 

って重要なライフライン 

であり、災害時にもその機能を維持 

又は早期回復することが必要である 

ことから、上下水道の組織統合に合わせて、「秦野市上下水道業務継続計画」（以 

下「上下水道ＢＣＰ」という。）を策定・運用します。 

 

(2)  計画の位置付け 

上下水道ＢＣＰは、大規模災害を対象事象とし、秦野市業務継続計画（地震対 

策編）との整合を図りながら、旧水道局「行動マニュアル」等を反映し、上下水 

道部門が一体となった計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野市地域防災計画 

危機管理基本マニュアル 

秦野市業務継続計画 

（地震対策編） 

リソースの制約 

図２ 上下水道ＢＣＰの位置付け 

一元化 

旧水道局行動マニュアル、旧下水道ＢＣＰ 

秦野市下水道総合地震対策計画 
秦野市水道事業計画 

整合 

秦野市上下水道業務継続計画 

（地震編） 

図１ 上下水道ＢＣＰの効果 

業 
務 
量 
・ 
対 
応 
力 
レ 
ベ 
ル 

時間軸 

発災直後の業務量を抑制 
（優先実施業務を決定） 

早急に対応力を回復 

業務継続に必要な最低 

レベルの対応力を確保 

計画の導入前 
（業務量） 

計画の導入前 
（対応力） 

計画の導入後 
（業務量・対応力） 

発災 
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期間

100％

上下水道の

利用可能区域

上下水道一体による復旧区域

上下水道個別による復旧区域

効
果

(3)  基本方針 

 ア 災害時の業務実施にあたり、市民、職員及び関係者の安全確保を優先します。 

 

 イ 上下水道施設の機能低下を最小限に留めるため、非常時優先実施業務の遂行に 

努め、機能の維持及び早期復旧を図ります。 

 

  ウ 上下水道施設の応急復旧は３０日以内を目標とし、上下水道一体の応急復旧計 

画により、避難者の早期帰宅に努めます。（図３） 

 

  エ 上下水道ＢＣＰは、各種訓練等を通じ、平常時から業務継続の実効性等を評価 

し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  運用体制 

 

 ア 対象災害と発動基準 

   震度５弱以上の地震が秦野市内で観測された場合には、自動的に上下水道局の

全職員が参集し、初動対応を開始します。 

 

 イ 対応拠点（上下水道災害対策本部） 

対応拠点は浄水管理センター管理棟（上下水道局庁舎）４階会議室とします。 

なお、浄水管理センター管理棟が使用不可能と判断された場合は、水処理施設 

第２系列に代替拠点を設置します。 

 

 ウ 組織と指揮命令系統 

      災害時における重要事項の意思決定については、本部長、副本部長及び各班長

を委員とする会議で協議します。（図４）（表１） 

図３ 上下水道ＢＣＰ運用による災害復旧 
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区  分 災害時の主な役割 

本部長 
全体統括、意思決定、市長への報告、関連行政部局や支

援者等との調整の統括 

副本部長（水道） 水道部門の統括 

水道総務情報班 
相談受付、水道各班との調整、庁内及び関係機関との連

絡調整、市民広報 

水道調査復旧班 市内水道管路等の調査及び応急復旧 

水道施設班 水道施設の調査、応急復旧及び運転の継続 

応急給水班 運搬、応急給水、飲料水製造及び広域避難所の情報収集 

副本部長（下水道） 下水道部門の統括 

下水道総務情報班 
相談受付、下水道各班との調整、庁内及び関係機関との

連絡調整、市民広報 

下水道調査復旧班 市内下水道管路等の調査及び応急復旧 

処理場操作班 処理場・下水ポンプ場施設の調査及び応急復旧 

災害対策本部連絡員 上下水道災害対策本部と市災害対策本部との情報伝達 

本部長（上下水道局長） 

副本部長（水道施設課長） 副本部長（下水道施設課長） 

【上下水道災害対策本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道総務情報班 

水道調査復旧班 

水道施設班 

応急給水班 

下水道総務情報班 

処理場操作班 

下水道調査復旧班 

秦野市災害対策本部 

本部連絡員 

図４ 指揮命令系統 

表１ 災害時の役割 
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２  地震規模の設定と被害想定 

 

(1)  地震規模の想定 

上下水道ＢＣＰにおける想定地震は、「秦野市地域防災計画」で想定されてい

る地震とします。 

 

マグニチュード 震 度 

8.2 6弱～7 

 

 (2)  水道の被害想定 

水 

道 

水道管路 

【導・送水管、配水管の被害想定】 

 使用中の管路（約６８５km）を対象に、これまでに起きた

大規模地震等の被害実態を踏まえた予測方法に基づき、管種、

継手、地盤等の条件を考慮して被害を想定。 

※被害件数：１，１３５件 

水道施設 

【取水場、浄水場、配水場等の被害想定】 

 竣工年度を基に新耐震基準に基づく施設であるか、耐震診

断（簡易耐震診断を含む）による調査を基に被害を想定。 

※応急復旧施設数：４３箇所（全施設数：８２箇所） 

断 水 

【断水人口の発生率の想定】 

 管路の被害想定により、過去の地震災害の事例を基に整理

されたモデルに基づき、給水区域内の断水人口を想定。 

※発災直後の断水人口：１６２，７９４人 

 

(3)  下水道の被害想定 

下
水
道 

下水道管路 

【幹線、枝線の被害想定】 

 使用中の管路を対象に、これまでに起きた大規模地震等の

被害実態を踏まえた予測方法に基づき、管種、継手、地盤等

の条件を考慮して被害を想定。 

※被害延長：３６km 

下水道施設 

【処理場、ポンプ場の被害想定】 

 竣工年度を基に新耐震基準に基づく施設であるか、耐震診

断（簡易耐震診断を含む）による調査を基に被害を想定。 

※応急復旧施設数：１箇所（全施設数：３箇所） 

機能支障 

【機能支障人口の想定】 

 「神奈川県地震被害想定調査（平成２７年３月）」より 

※機能支障人口：１９，７８０人 

（注）機能支障人口には、宅内排水設備の支障人口は含んでいません。 
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３  非常時優先実施業務と対応の目標時間 

 

(1)  職員の参集 

    上下水道局職員を対象に大規模地震が起きたことを想定した図上訓練を実施し、

この訓練により算定された参集率を基に非常時優先実施業務の着手時期等を想定

します。 

 

 

 

(2)  非常時優先実施業務の選定 

発災後の業務には、水道・下水道機能を早期に回復させるために必要な災害対 

応業務のほか、被災を受けていない施設における運転管理や平常時から継続して 

実施しなければならない窓口対応等の通常業務もあります。 

しかし、大規模地震の発生時には、被害対応に投入できる人員や物資のいずれ 

についても制約を受けることが見込まれるため、各業務について、業務遅延によ 

る市民生活や社会経済活動への影響の大きさを基準に非常時優先実施業務を選定 

します。 

 

(3)  着手時期と完了目標時期 

非常時優先実施業務を時系列で整理し、着手時期と完了目標時期を設定します。 

 

(4)  必要とする応援職員の把握 

各非常時優先実施業務に必要な人数を算定し、想定される職員の参集人数から 

不足人数を把握し、市災害対策本部及び関係機関等に応援職員を要請します。 

なお、実際の被害状況や職員の参集状況によって必要人員は変わるため、実情 

に合わせて各業務の人数を調整します。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

発災 

直後 

3時間 6時間 12時間 24時間 3日 1週間 

以降 
図５ 発災後の職員参集率 
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発災後1ヶ月

1時間以内 3時間以内 6時間以内 12時間以内 24時間以内 3日以内 7日以内 30日以内

共通

水道総務
情報班

水道調査
復旧班

水道施設班

応急給水班

下水道総務
情報班

下水道調査
復旧班

処理場
操作班

班
発災後 発災後1週間

上下水道災害対策本部立上げ

行政部局及び民間企業等の連絡調整

情報発信

情報発信

給水計画の作成

緊急点検・調査

緊急点検・調査

緊急点検・調査

緊急点検・調査

応急給水

応急復旧計画の作成

緊急措置

緊急措置

緊急措置及び維持管理

緊急措置及び維持管理

支援要請・受援体制の確保

被害状況の受付

被害状況の受付

支援要請・受援体制の確保

行政部局及び民間企業等の連絡調整

上下水道対策本部の運営

応急復旧計画の作成

その他点検・調査

応急復旧

応急復旧及び維持管理

応急復旧計画の作成

応急復旧計画の作成

応急復旧

応急復旧及び維持管理

その他点検・調査

その他点検・調査

その他点検・調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３０日以降については、本復旧作業を中心に実施していきます。 

 

表２ 非常時優先実施業務一覧 
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４ 事前対策計画 

  

災害時の被害の低減、事業継続及び早期復旧を図るための対策を実施します。 

 

 (1)  地震被害の低減を図る取組み 

  ア 水道事業 

「秦野市水道事業計画」に基づき、計画的に施設の耐震化を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

  イ 下水道事業 

    「秦野市下水道総合地震対策計画」等に基づき、計画的に施設等の耐震化 

を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 (2)  発災後の事業継続と早期復旧に向けた取組み 

  ア 台帳の整備と定期的なバックアップの実施 

平常時から各種台帳等を整備するとともに、災害時においても台帳を使用で 

きるよう、定期的に台帳のバックアップと保管場所の整理を行い、最新性を保 

ちながら管理します。 

 

  イ 資機材の調達 

災害時に必要となる資機材や燃料等を備蓄します。 

 

  ウ 関係行政部局との連絡・協力体制の構築 

      他の地方公共団体等と相互支援を行うための協定を締結します。 

また、庁内の関係課とも発災時に調整、協議ができる体制を整備します。 

 

  エ 民間企業等との協定締結・見直し 

    災害時に必要となる資機材に関することなど、民間企業等との協力体制を構 

築するための協定の締結を進めます。 

・下水道管の耐震化 

・処理場施設の耐震化 

・可搬式ポンプの備蓄  など 

・水道管の耐震化 

・水道施設の耐震化 

・水道施設の更新  など 
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  オ 住民への情報提供 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 復旧対応記録の準備 

     施設の被災に関する情報収集や施設調査、応急復旧等の対応に関する記録に 

ついて、情報の伝達や共有が効率的に行えるように、様式や担当を事前に定め 

ます。 

 

キ 受援体制の検討 

     災害時に本市からの支援要請に応じて集結する支援部隊が円滑に活動できる 

ように、受援体制を検討します。 

情報提供の内容 

・飲料水の備蓄 

・上下水道の使用上の注意事項 

・マンホールトイレの設置場所  

・給水拠点の設置場所 

・通報する場合の窓口 など 

情報の伝達手段 

・広報紙やホームページ 

・防災訓練 

・エコスクール など 
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５ 事後対策計画 

 

大規模災害の発災後、参集した職員により速やかに被害状況を調査し、必要な措 

置及び復旧作業に向けた対策を計画します。 

 

(1)  水道施設及び下水道施設 

  ア 被害状況の把握 

  (ｱ) 水道施設の緊急調査 

災害時医療救護所や広域避難所等の重要施設につなぐ管路や県水送水ルー

ト、重要度の高い水道施設について緊急調査を行い、被害状況を把握します。 

 

(ｲ) 下水道施設の緊急調査 

広域避難所等の重要施設と浄水管理センターをつなぐ幹線や重要度の高い

下水道施設について緊急調査を行い、被害状況を把握します。 

 

  (ｳ) その他調査 

緊急調査の対象ではない施設については、緊急調査の実施後、一次調査及

び二次調査を実施します。 

 

  イ 応急給水 

   (ｱ) 応急給水計画 

被害状況調査を踏まえ、給水が必要な施設への給水計画を作成します。なお、 

資機材や人員が不足する場合は、市災害対策本部等へ支援を要請します。 

 

    (ｲ)  拠点給水 

緊急貯水槽が設置された広域避難所において給水を行います。 

 

   (ｳ)  運搬給水 

     災害時医療救護所等の重要施設には、給水車を使用して給水します。 

 

  ウ 応急復旧計画 

   (ｱ)  水道施設の緊急措置及び応急復旧 

漏水等により道路陥没や被害箇所周辺への二次被害が想定される場合は、優 

先して緊急措置及び応急復旧を図ります。 

 

   (ｲ)  下水道施設の緊急措置及び応急復旧 

排水不良や被害箇所周辺への二次被害が想定される場合は、優先して緊急措 

置及び応急復旧を図ります。 
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   (ｳ) 応急復旧計画 

応急復旧計画は、避難者が効率的に早期帰宅できることを念頭に、発災後 

   ３０日以内での復旧を目途として、避難者の人数、上下水道それぞれの被害状 

   況及び限られた復旧リソース（資機材、人員、体制）を考慮して策定します。 

 

   (ｴ) 地元関係団体及び機器メーカー等への要請 

応急復旧計画を着実に実行するため、災害協定を締結している関係団体等へ 

   応急復旧工事を依頼します。 

応急復旧工事の施工に際しては、道路管理者の指示に従い、他のライフライ 

ンとの調整を図ります。 

設備機器類の復旧については、機器類の被害状況を踏まえ、応急運用できる 

もの、交換等を要するものを把握し、必要に応じて機器メーカーへの対応を要 

請します。 

 

(2)  住民への情報提供 

   被害状況や復旧見通し等について、市災害対策本部を通じ、住民やマスコミ等 

 に情報提供し、情報を共有します。 

なお、緊急の広報が必要な場合には、広報車等による移動広報を行います。 

 

情報提供の内容 

・被害情報 

・上下水道の使用の可否 

・応急給水情報 

・復旧状況、見込み情報 など 

情報の伝達手段 

・防災行政無線 

・報道機関 

・移動広報   など 

 

(3)  通常業務 

発災後には、応急復旧など緊急的に対応しなければならない業務が増加します 

 が、平常時と同様に実施しなければならない業務（窓口、検針業務等）もありま 

 す。 

この業務については、上下水道災害対策本部と調整を図りながら、上下水道局 

 各課で対応人員等を検討し、運営します。 
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(4)  受援活動 

 発災後から支援活動が終結するまでの、受援活動の流れは次のとおりとします。 

 

応 援 要 請 

・上下水道災害対策本部で必要な応援要請人員を検討します。 

・総務情報班が主体となり、協定を締結している地方公共団体

及び関係団体等へ応援要請を行います（市災害対策本部には

事前に連絡します。）。 

・市長部局で締結をしている協定に基づく応援要請については

市災害対策本部と調整を行い、適切に対応します。 

支 援 受 入 
・上下水道災害対策本部で支援部隊の配属を決定します。 

・宿泊場所、活動拠点を確保し、受入れる態勢を整えます。 

支 援 活 動 
・各班で指揮命令系統、活動内容の確認等を行います。 

・支援部隊は、本紙職員と協働し、活動を行っていただきます。 

支援活動の記録 ・各班で支援活動記録を作成します。 

支援活動の終結 
・各班で非常時優先実施業務に対応できるレベルになった時点

で受援活動を終結します。 
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６ 訓練・維持改善計画 

    

業務継続計画は、策定して完了するものではなく、災害時に有効に機能させるた

め、定期的な点検等を行い、常に実効性のある計画にします。 

 

(1)  訓練計画 

 上下水道ＢＣＰにおける訓練計画を示します。 

 

 

 

  

訓練名称 訓練内容 参加者・対象者 予定時期

・全職員は、携帯電話メールにより安否を連絡

・安否確認担当職員は、安否確認の回答をとりまとめ

・仮設ポンプの運転確認

・汚水溢水を想定した箇所での仮設ポンプとの運搬設置

・緊急遮断弁の開・閉操作

・給水車の操作

・製包機による飲料水の製造 応急給水班

・他の地方公共団体との支援に関する情報伝達訓練 各担当班長及び担当者

・道路部局等の関連行政部局との情報伝達訓練
水道・下水道
総務情報班

図  上  訓  練
・非常時対応計画等の対応手順等、訓練シナリオを事前
に提示して、手順通り行う

全職員 １年に１回

合  同  訓  練
・他事業体や民間企業との合同訓練を実施し、支援、受
援体制の訓練

各担当班長及び担当者 数年に１回

全職員

安否確認訓練 全職員 毎年１０月

各担当班長及び担当者

参  集  訓  練 ・地震を想定した職員の非常参集
新年度当初

（４月～５月）

水道施設課

実  地  訓  練

情報伝達訓練

新年度当初
（４月～５月）

毎年９月～１１月

表３ 訓練実施内容 
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【秦野市上下水道局ＢＣＰ推進委員会】 

・上下水道ＢＣＰの運営 

・事前、事後対策計画の総括 

・改善事項の承認など 

【事務局】 

・上下水道ＢＣＰの管理、見直し 

・関連計画との調整 

・訓練の企画など 

【各担当】 

・担当業務の訓練 

・リソース（資機材、人員、体制）の確保に向けた取組み 

・進捗状況の把握、改善点の抽出 

Ｐｌａｎ 

（計画の策定） 

Ｄｏ 

（計画の実行） 

Ｃｈｅｃｋ 

（実効性の確認） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（計画の見直し） 

(2)  維持改善計画 

 計画の実効性を高めるため、定期的な点検、評価を実施します。 

 特に年度当初は変更事項が多いため、点検項目を設けて必要な修正を行います。 

 

 

 

  

また、秦野市上下水道局ＢＣＰ推進委員会を設け、訓練の実施結果等を評価す 

ることで課題を整理し、必要に応じて計画を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 策定根拠となる計画書を変更した場合、計画に関する文書がすべて最新版に更新されているか

点検項目

1 人事異動、組織の変更による指揮命令系統、安否確認の登録情報に変更がないか

2 関係先の組織変更等により、電話番号やメールアドレスの変更がないか

3 重要なデータや文書のバックアップを実施しているか

図６ 上下水道ＢＣＰのマネジメント 

表４ 年度当初の点検項目 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野市上下水道局経営総務課総務担当 

〒257-0005  秦野市上大槻 190 番地 

電話  (0463)-81-4113    FAX  (0463)-82-6552 



 

 

部長会議付議事案書（報告） 

（平成３０年１１月５日） 

提案課名 学校教育課  

報告者名 久保田 貴  

事案名  中学校完全給食推進会議の検討結果について 資料 
有 

無 

提
案
趣
旨 

中学校完全給食の提供方式等について、１０月３１日に保護者の代表及び公募市民等で

構成する「秦野市中学校完全給食推進会議」から市長並びに教育長に対し、これまでの  

検討結果が提出されたので報告します。 

概 
 
 

要 

〔検討結果の要旨（推進会議の意見）〕 

中学校完全給食は、全ての中学校に調理場を建設して自校方式で実施することが望ま

しいが、現況調査では調理場設置が困難なことが明らかとなった。 

そのため、安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ学校給食を早期に実現するためには、

高い水準の衛生管理やアレルギー対応が可能で、財政面でも効率的な投資効果が期待で

きる「センター方式（共同調理場方式）」とすることが、本市にとって最も効果的かつ

現実的な方策と考える。 

経 
 
 

過 

30年４月24日（第１回会議）   堀川小学校で「小学校給食（自校方式）」を視察 

５月24日（第２回会議）   南中学校で「中学校給食（弁当・牛乳給食）」を視察 

６月22日（教育委員会会議） 教育委員会が「中学校給食基本方針」を決定 

６月26日（第３回会議）   鎌倉市で「中学校給食（デリバリー方式）」を視察 

７月６日（第４回会議）   川崎市で「中学校給食（センター方式）」を視察 

７月10日（政策会議）    平成３３年１２月に提供開始することを政策決定 

７月19日（定例記者会見）  市長が「平成３３年１２月に提供開始」を記者発表 

８月１日～９月14日     全ての小・中学校（22校）で現況調査を実施 

９月21日          教育委員並びに市長、副市長及び教育長が意見を交換 

９月28日（臨時議員連絡会） 議会に「現況調査結果の概要」を報告 

10月４日（第５回会議）   西東京市で「中学校給食（親子方式）」を視察 

10月15日（第６回会議）   川崎市で「中学校給食（自校方式）」を視察 

10月23日（第７回会議）   推進会議が検討結果を取りまとめ 

10月31日          推進会議が市長並びに教育長に検討結果を提出 

11月２日（総合教育会議）  検討結果について、市長並びに教育委員が意見を交換 

今
後
の
進
め
方 

30年11月 園長・校長会（12日）及び議員連絡会（16日）で報告 

定例記者会見（20日）での公表 

保護者、学校、教職員組合及び市民団体等との意見交換 

12月 基本計画（素案）を作成 

31年１月 基本計画（素案）を部長会議（4日）で報告、議員連絡会（16日）で報告 

定例記者会見での公表、パブコメの実施 

  ３月 基本計画の決定・公表 

31年度   基礎調査等の実施、公募型プロポーザルでの受注者決定等 

32年度   施設整備の着工、運営方法の検討等 

33年度   施設整備の完了（８月）、事業開始準備、提供開始（12月） 

 

報告 ３ 



調整部会 審議案件報告書

(平成30年10月　調整部会）

番号 事業名 計画地 事業主 用途地域 開発面積(㎡） 計画概要

1 （事業名） 栄町2388番8 （事業主名） 近隣商業地域 330.53
共同住宅1棟
(単身用15戸）

2 （事業名） 南矢名二丁目66番6ほか （事業主名） 第二種住居地域 229.94
共同住宅1棟
(単身用12戸)

（注）区域面積１，０００㎡以上の環境創出行為（自己用住宅１戸は除く）及び分譲住宅または集合住宅等で１０戸以上の環境創出行為を掲載。

土地利用委員会

平成30年11月（定例部長会議）　  開発建築指導課　

報告報告報告４


